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危
険
鳥
獣
対
応
時
の

　
　
　

鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
隊
員
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　

報
酬
額
の
追
加
設
定

　

市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
隊
員
が

危
険
鳥
獣
へ
の
対
応
を
行
っ
た
場
合

の
報
酬
額
を
新
た
に
設
定
す
る
も

の
。

　

当
該
対
応
に
従
事
し
た
時
間
が
①

２
時
間
未
満
の
と
き
は
３
，
６
０
０

円
。
②
２
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の

と
き
は
７
，
２
０
０
円
。
③
４
時
間

以
上
の
と
き
は
１
万
４
，
４
０
０
円

と
す
る
。

　

消
防
団
員
の

　
　
　

休
団
制
度
の
導
入

　

ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー
ナ
そ
う
ま　
　
　

　
　

松
川
浦
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
体
育
館

　
　
　

 

照
明
設
備
使
用
料
な
ど
の
有
料
化

　

電
気
料
金
の
高
騰
や
他
自
治
体
の
状
況
を
考
慮

し
、
ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー
ナ
そ
う
ま
及
び
松
川
浦
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
体
育
館
の
照
明
設
備
使
用
料
を
有

料
化
す
る
た
め
に
改
正
す
る
も
の
。

　

併
せ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー
ナ
そ
う
ま
第
二
体
育

館
に
導
入
さ
れ
た
ス
ポ
ッ
ト
エ
ア
コ
ン
の
使
用
料
を

新
た
に
定
め
る
。

　

な
お
、
照
明
設
備
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
令
和
８

年
10
月
１
日
か
ら
、
ス
ポ
ッ
ト
エ
ア
コ
ン
の
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

　ここでは、主な市長提出議案（予算に関す

る議案以外）の内容と委員会審査を含めた審

議の経過などについて、お知らせします。
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令
和
７
年
９
月
１
日
に
緊
急
銃
猟
制
度
が
施
行

さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
各
市
町
村
長
が
危

険
銃
猟
の
捕
獲
に
関
す
る
判
断
を
行
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
な
ど
の
危
険
鳥

獣
へ
の
対
応
業
務
は
危
険
性
が
高
く
、
状
況
に

よ
っ
て
は
長
時
間
に
わ
た
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
に
見
合
っ
た

報
酬
額
へ
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　

今
回
の
報
酬
額
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
市
町
村

の
事
例
を
参
考
に
し
た
上
で
、
市
鳥
獣
被
害
対
策

実
施
隊
と
協
議
を
行
い
、
適
切
な
額
を
設
定
し

た
。
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議員市

　

ア
リ
ー
ナ
等
の
照
明
設
備
・
ス
ポ
ッ
ト
エ
ア
コ
ン
使
用
料
の
有
料
化

議員市

○松川浦スポーツセンター体育館（専用利用のみ）

※（全点灯時の額）×（利用面積÷全面利用面積）×（照明設備点灯割合）で算出する。
※個人利用の場合の照明設備使用料は無料。
　ただし、照明設備の利用区分は４分の１面未満で、２分の１点灯以下とする。

○スポーツアリーナそうま第二体育館

【利用金額】
○スポーツアリーナそうま第一体育館

　

消
防
団
員
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
一

定
期
間
、
消
防
団
活
動
が
困
難
と
な
る
場
合
に
対

応
す
る
た
め
、
新
た
に
休
団
制
度
を
導
入
す
る
も

の
。

　

今
回
の
消
防
団
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
は
、
①
３
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
団
員
の

身
分
を
有
し
た
ま
ま
消
防
団
活
動
を
休
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
改
正
、
②
本
団
部
長
職
を
現
在
の
８

名
か
ら
３
名
に
変
更
す
る
改
正
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
市
町
村
の
休
団
制
度
規
定
の
状

況
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
　
　
　

南
相
馬
市
や
宮
城
県
石
巻
市
で
制

　
　
　
　
　

定
し
て
い
る
。

　

鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
総
会
員

数
及
び
緊
急
銃
猟
へ
の
対
応
可
能
な

隊
員
数
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
　
　
　

令
和
８
年
３
月
時
点
で
総
会
員
数

　
　
　
　
　

は
27
名
で
あ
り
、
対
応
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　

 

は
そ
の
中
か
ら
５
名
程
度
を
基
本
と

し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は

８
〜
10
名
が
必
要
と
な
る
場
合
も

想
定
し
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
。

な
お
、
全
て
の
実
施
隊
員
が
対
応
可

能
で
あ
る
。

45


